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目的・位置づけ・計画期間 

五城目町水道ビジョンは、水道

事業を取り巻く環境が厳しさを増

す中で、将来にわたって安心・安

全な水を供給するため、新たな五

城目町水道事業の将来像の設定

と、その達成のための方向性及び

具体的施策を示すことを目的とす

るものです。 

平成 21 年に策定した五城目町

地域水道ビジョンを見直し、水道

事業の現状から抽出した課題への

対策を立て、中長期的な視点に立

った計画を策定します。策定に当

たっては、国及び県の水道整備方

針を踏まえ、上位計画である「五

城目町総合発展計画」と整合性の取れたものとします。 

本ビジョンの計画期間は 10 年間とし、目標年度を令和 15 年（2033 年）に設定します。 

 

 
 

厳しい経営状況 

電気料金の高騰等、水道施設の維持・管理にかかる費用が増加する中、給水収益は減少してお

り、水道事業会計は 6 年連続の赤字となっています。料金収入に対し企業債元利償還金の占める割

合は令和 4 年度に 81.3％と、秋田県平均 42.7%、全国平均 28.4%、同規模の事業体（0.5 万人以

上 1 万人以下）の全国平均 54.9%に比べ非常に高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビジョン策定の趣旨 

現状と課題 

 

【持続】 

水道サービスの持続性は 

確保されているか 

【安全】 

 安全な水の供給は 

保証されているか 

【強靭】 

危機管理への対応は 

徹底されているか 

【内部環境の変化】 

施設の老朽化 

施設の耐進化の必要性 

経営環境の厳しさ 将来の事業環境 

五城目町水道事業ビジョン 

（令和  年  月） 

五城目町総合発展計画 

（令和 4 年 3 月） 
 

五城目町水道事業 

アセットマネジメント 

（令和 5 年 3 月） 
 

秋田県水道ビジョン 

（令和 3 年 3 月） 

【外部環境の変化】 

給水人口の減少 

自然災害の頻度・強度の増加 

費用の増加 

五城目町地域水道ビジョン（平成  年  月） 

五城目町 

関連 

新水道ビジョン 

（厚生労働省） 
 

経営戦略 

（総務省） 
関連 

【五城目町水道ビジョン策定フロー】 



料金回収率と料金体系 

給水原価に対する供給単価の割合である料

金回収率は令和 4 年度に 78.9%であり、秋田

県平均、同規模の全国平均と比べても低い値

となっています。費用に対して料金収入が不

足し、他の収入源に依っている状態です。 

一方で、五城目町水道事業の水道料金は、

平成 29 年に馬場目、杉沢の両簡易水道が上

水道に事業統合されてからも改定しておら

ず、料金体系の統一化も進んでいないことか

ら、費用に応じた料金の最適化が必要です。 

 

 
施設の老朽化と更新計画 

五城目町水道事業は、昭和 33年創設当初の

施設を一部利用するなど、老朽化が進行して

いることから早急に改良を行う必要がありま

す。特に五城目浄・配水場の老朽化は顕著と

なっているほか、その他の浄水場について

も、機器等の計画的な更新が必要です。管路

についても、法定耐用年数を超える管路の割

合が今後増えていく見込みです。 

 
 

 

給水収益の減少 
五城目町の人口は減少が続いており、給水

収益も減少が続いています。実績に基づく推

計では、将来人口はさらに減少することが見

込まれます。人口の減少に伴い給水人口も減

少し、有収水量が減少することから、給水収

益も減少が予想されます。必要な給水量が減

ると、施設の利用効率も低下します。 
 

自然災害の頻発化・激甚化 

近年、全国的に集中豪雨や渇水等の異常気

象が多発し、気象災害の激甚化が報告されています。五城

目町でも令和 4 年と令和 5 年に豪雨による災害に見舞われ

ました。 

異常気象の多発には地球温暖化の影響が指摘されてお

り、今後、豪雨を始めとする自然災害の頻度はより高ま

り、その影響も大きくなる可能性があります。また、将来

大規模な地震が発生する可能性も指摘されています。停電

対策として、五城目浄水場には自家発電設備を設置してい

ます。  

将来の事業環境の変化 

【五城目浄水場の自家発電設備】 

【人口と給水収益の推移】 

【給水原価・供給単価・料金回収率】 

（規模類似） 

（令和 4 年度）（令和 3 年度）（令和 3 年度）（令和 3 年度） 

【資産の健全度（管路）】 

全国平均

(規模類似)

給水原価 円/m3 260.38 230.8 190.7 240

供給単価 円/m3 205.39 209.9 183.2 203.2

料金回収率 % 78.9 90.9 96.1 84.7

項目 単位 五城目町 秋田県平均 全国平均



今後も、水道施設の弱い点を見つけ解消していくことで、

自然災害にも地震にも強靭な水道施設を構築していく必要が

あります。 

【近年の災害事例】 

 

更新需要の増加 
五城目町水道事業アセットマネジメント（令和 5 年 3 月）において、法定耐用年数で更新した場

合と延命化（法定耐用年数の 1.5 倍）を考慮した場合の構造物・設備と管路の更新需要の検討を行

っています。 

延命化を考慮しても、構造物・設備は直近 5 年間に更新需要が集中しており、管路についても今

後更新需要が集中する時期があることから、どちらも事業化に際しては平準化が必要と考えられま

す。 

 
 

基本理念 
五城目町総合発展計画、秋田県水道ビジョンの基

本理念や将来像を踏まえ、現状と将来の見通しを分

析・評価した上で、五城目町水道事業の基本理念を

「安全な水の安定供給で暮らしを支える水道」と設

定します。 

基本目標 
安全、強靭、持続の観点から、基本目標をそれぞ

れ「安全な水の供給」、「災害に強い水道施設の構

築」、「持続可能な事業の運営」と設定します。

時期 災害の状況 水道施設の被害の状況 

令和
4 年 
8 月 

河川が氾濫し、一時、町
内 2 地区の計 304 世帯に
警戒レベル 5 の「緊急安
全確保」を発令。 

・湯ノ又橋水道添架管が被災。 

令和
5 年 
7 月 

大雨により、馬場目川、
富津内川、内川川が氾
濫。 

・五城目浄水場取水ポンプ室が
約 1.2m 浸水しポンプが停
止。土砂も流入し窓も破損。 

・五城目町浄水場のキュービク
ルが浸水。 

・五城目浄水場管内の約 3500
戸で断水。断水期間 7 日間。 

将来目標の設定 

【延命化を考慮した場合の更新需要】 

プラント棟 逆洗ポンプ 

五城目浄水場取水ポンプ室 

被災水位 

【基本目標】 

   

安全 

安全な水の供給 

強靭 持続 

災害に強い 

水道施設の構築 

持続可能な 

事業の運営 

【基本理念】 

安全な水の安定供給で暮らしを支える水道 



 
 

設定した基本目標の達成のための具体的な実施方策とスケジュールを示します。赤字経営の黒字

化と新五城目浄水場の検討・整備を優先課題と位置付け、計画期間の初めの 5 年で水道料金の最適

化を検討します。 

 

【具体的な実施方策とスケジュール】 

 

新五城目浄水場の検討・整備 
五城目浄水場は創設当初である昭和 35 年から 60 年以上稼働しており、更新時期を迎えていま

す。新五城目浄水場は、整備用地やダウンサイジング(適切化)など様々な比較検討を行い、近年激

甚化する自然災害に耐える強靭な施設とし、安全な水を持続的に供給します。 

 

 

 

 
本ビジョンで示した目標に向けた取組は、定期的に進捗状況等を把握し、人口動態や外部環境の

変化等、水道事業を取り巻く状況を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

基本目標 実施方策 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

1.安全な

水の供給 

(1) 計画的な水質検査           

・水質検査計画書の作成・運用           

(2) 安全な水の供給システムの確立           

・水安全計画の策定／水質管理体制の徹底           

2.災害に

強い水道

施設の構

築 

(1) 豪雨災害に強靭な水道施設の整備           

・新五城目浄水場の検討・整備           

・災害に脆弱な施設の精査と対応方策の検討           

(2) 地震に強靭な水道施設の整備           

・施設更新に合わせた耐震化の推進           

(3) 応急体制の整備           

・応急体制の適切な見直しと最適化           

3.持続可

能な事業

の運営 

(1) 運営基盤の強化           

・運転管理費用の高騰に合わせた水道料金の           

最適化の検討           

・民間委託等の活用による職員の配置及び           

民間連携の最適化           

(2) 施設の老朽化対策           

・計画的な管路更新           

・老朽化施設の計画的な更新           

(3) 維持管理の推進           

・適切な維持管理の推進           

(4) 水需要に合わせた施設の配置の検討           

・水需要に合わせた施設の統廃合の検討           

(5) 広域的な連携に向けた取組           

・近隣水道事業者との広域的な連携の可能性           

の検討と協議への参加           

具体的な施策 

実現に向けて 


